
 平成27年4月1日から、食品表示法が施行されました。 
  
 保健所職員が、食品事業者 ・消費者グループ・その他
の団体等に出向いて、食品表示（新食品表示制度の説明、
旧制度からの主な変更点など）についての講座を開催し
ます。ぜひ、ご活用ください。 
  
 ご希望がありましたら、最寄りの保健所にお申込みくださ
い。日時、内容等については、ご相談に応じます。 

保健所 所 在 地 電話番号 ファックス番号 

松江保健所 
 

690－0011 松江市東津田町1741－3 
            いきいきプラザ島根３階 

0852－23－1317 0852－31－6694 

雲南保健所 699－1396 雲南市木次町里方531－1 0854－42－9667 0854－42－9654 

出雲保健所 693－0021 出雲市塩冶町223－1 0853－21－1185 0853－21－7428 

県央保健所 694－0041 大田市長久町長久ハ7－1 0854－84－9805 0854－84－9819 

浜田保健所 697－0041 浜田市片庭町254 0855－29－5575 0855－29－5562 

益田保健所 698－0007 益田市昭和町13－1 0856－31－955１ 0856－31－9568 

隠岐保健所 685－8601 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 08512－2－9714 08512－2－9716 

≪申し込み先≫ 

〒６９０－８５０１ 松江市殿町１２８番地（県庁東庁舎） 
島根県健康福祉部薬事衛生課（食品衛生グループ） 
TEL ０８５２－２２－６４８７ FAX ０８５２－２２－６０４１ 


